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当社に対する上告の棄却及び不受理の決定に関するお知らせ 

 

 当社は、2025年５月９日付けの「当社に対する訴訟の判決（第二審）に関するお知らせ」にて、特許権侵害

を理由とした損害賠償訴訟に係る第二審判決についてお知らせしておりましたが、その後株式会社モビリティ

およびモビリティ・エックス株式会社が最高裁判所に行っていた上告兼上告受理申立てについて、2026年１月

７日付けで上告棄却、上告不受理の決定がなされましたので、下記第１のとおりお知らせいたします。 

 また、これとは別に、2025年５月９日付けの「当社に対する訴訟の判決（第二審）に関するお知らせ」にて、

当社の不正競争防止法等に基づく損害賠償請求訴訟（本訴）とこれに対する反訴事件に係る第二審判決につい

てお知らせしておりましたが、その後当社が最高裁判所に行っていた上告兼上告受理申立てについて 2026 年

１月７日付けで上告棄却、上告不受理の決定がなされましたので、下記第２のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

第１ 特許権侵害に基づく損害賠償請求事件 

１．上告の棄却および不受理の決定がなされた裁判所および年月日 

(1)  裁判所：最高裁判所 

(2)  決定日：2026年１月７日 

 

２．訴訟の経緯 

当社は、株式会社モビリティおよびモビリティ・エックス株式会社（以下「原告ら」）より、当社の

販売する決済端末を利用した決済システムが原告らの特許権及び当該特許権の専用実施権を侵害す

ることによって損害を被ったとして、2021 年７月 12 日付けで特許権侵害に基づく損害賠償請求の提

起を受け、また株式会社モビリティから 2021 年９月 14 日付けで審理対象期間を追加する訴えの提起

を受け、これらは東京地方裁判所において併合して審理されておりました。 

東京地方裁判所から、2024年 3月 22日、原告らの請求をいずれも棄却する旨の第一審判決の言い渡

しがありましたが、原告らは第一審判決を不服として、2024年４月３日、知的財産高等裁判所に第一審

判決の取消等を求めて控訴を提起しておりました。 

2025年５月９日付けの「当社に対する訴訟の判決（第二審）に関するお知らせ」にてお知らせした



とおり、知的財産高等裁判所から、2025年５月８日、原告らの控訴をいずれも棄却する旨の第二審判決

の言い渡しがありましたが、原告らは第二審判決を不服として、2025 年５月 20 日、最高裁判所に上告

兼上告受理申立てをしておりました。 

 

３． 決定の内容（主文） 

１ 本件上告を棄却する。 

２ 本件を上告審として受理しない。 

３ 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。 

 

４．当社の業績に与える影響及び今後の見通し 

本決定による当社の業績に与える影響はありません。  

今後、開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

第２ 不正競争防止法等に基づく損害賠償請求訴訟およびこれに対する反訴 

１．上告の棄却および不受理の決定がなされた裁判所および年月日 

(1)  裁判所：最高裁判所 

(2)  決定日：2026年１月７日 

 

２．訴訟の経緯 

当社は、東京地方裁判所において、2021年 8月 31日付けで、株式会社モビリティおよび外１名（以下「モ

ビリティら」）に対し、不正競争防止法等に基づき損害賠償請求をする本訴を提起しておりましたが、モビリ

ティらは、当社の本訴提起が、故意又は過失によってモビリティらの権利又は法律上保護される利益を侵害し、

これにより有形及び無形の損害を被ったとして、当社に対し損害賠償又は謝罪を求める反訴を提起しました。 

東京地方裁判所から、2024年３月 22日、当社の本訴に係る請求、モビリティらの反訴にかかる請求は、い

ずれも棄却する旨等の第一審判決の言い渡しがありましたが、モビリティらは第一審判決を不服として、2024

年４月 5 日に知的財産高等裁判所に、第一審判決の取消等を求めて控訴を提起しておりました。なお、当社

も、2024年４月４日に同様に控訴を提起し、後に控訴審において請求の追加をしておりました。 

2025 年５月９日付けの「当社に対する訴訟の判決（第二審）に関するお知らせ」にてお知らせしたとお

り、知的財産高等裁判所から、2025 年５月８日、当社の控訴、当社の控訴審における追加請求及びモビリテ

ィらの控訴をいずれも棄却する旨の第二審判決の言い渡しがありましたが、当社は第二審判決を不服として、

2025年５月 21日、最高裁判所に上告兼上告受理申立てをしておりました。 

 

３．決定の内容（主文） 

１ 本件上告を棄却する。 

２ 本件を上告審として受理しない。 

３ 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。 

 



４．当社の業績に与える影響及び今後の見通し 

本決定による当社の業績に与える影響はありません。  

今後、開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

以 上 


